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第 1回佐倉教育ビジョン策定懇話会 会議録 

 

日   時  令和元年 6月 17日（月）  18：30 ～ 20：00 

場   所  佐倉市役所１号館３階会議室 

出 席 者   

   委   員   〔敬称略・名簿順〕 

大野 尊史  佐藤 和浩  腰地 みなこ  吉村 真理子 

大塚 均    髙橋 正彦  根本 裕代    

教 育 長   茅野 達也    

教育次長   花島 英雄 

事 務 局   教育総務課   課長 川島 淳一  主査 今川 孝夫   

主査補 林 真理子  主任主事 平田 泰也 

傍 聴 者   １名 

＊議事は、当日配布した会議次第により進行。 

 

○教育長あいさつ 

 

○委員自己紹介 

 

○会長、副会長の選出 

委員の互選により、会長には吉村委員、副会長には大野委員が選出された。 

 

（１）会議の公開、会議録の公開について 

 事務局から当懇話会における会議の公開および会議録の公開について、 

「佐倉市情報公開条例」及び「佐倉市審議会等の会議の公開に関する要綱」に基づき、 

下記のとおりとすることについて、委員に諮ったところ、委員全員により承認された。 

 ・会議は公開とする。 

 ・会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行い、傍聴要領に沿って行う。 

 ・会議録は、市政資料室で配架し、市のホームページでも公開する。 

 ・会議録の内容として、①会議の名称、②開催日時、③開催場所、④出席者（委員

及び事務局）、⑤議題、⑥会議の経過 等を記載する。 

 ・会議録は、全文筆記ではなく要録とする。 

 ・会議録の発言者は、「委員」とのみ記載し、個人名は記載しない。 

 ・会議録の内容の確認については、会長、副会長にお願いする。 

 ・会議録を作成するために、会議の様子を録音する。 
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（２）『佐倉教育ビジョン』の概要について 

 事務局から配布資料に基づき、教育ビジョンの概要について説明した。 

・教育ビジョンは、中長期的な視点から、佐倉の教育の指針となる基本理念や、 

めざすべき市民像、基本理念を達成するための基本方針等を示すことにより、各 

教育施策を総合的かつ効果的に推進することを目的として定める計画である。 

・教育ビジョンが策定される前は、教育委員会としての包括的な計画はなく、 

学校教育や生涯学習など個別分野の目指す目標に係る共通理念を明確に打ち出す 

必要があるとして、平成１５年に初めて佐倉教育ビジョンが策定された。 

・現行の教育ビジョンは、計画期間を平成２３年度から平成３２年度（令和２年 

度）までと定めている。これは佐倉市の第４次佐倉市総合計画の終了年度に合わせ 

たものであり、総合計画を教育の分野から支えていく計画である。第４次佐倉市 

総合計画は、「まちづくりの方向性を定める総合計画は、首長の施策方針と不可分 

であることから、首長の任期と総合計画期間を連動させる」として、計画期間を 

平成３１年度（令和元年度）までとしたことから、現行の佐倉教育ビジョンもこれ 

に合わせ、令和元年度までとする。 

・教育ビジョンの体系は、５階層である。基本理念、めざすべき市民像、基本方針、 

 施策、目指すべき施策である。この体系は、「佐倉教育ビジョン（平成２３年度～ 

平成３２年度）」の７ページにまとめられている。 

 

《質問および意見》 

（委員）教育ビジョン策定にあたり、上位計画である佐倉市総合計画も今後策定され

るのか。 

（事務局）現在、市長部局の方で第５次佐倉市総合計画を策定手続中である。市長部

局から了承を得た上で、総合計画の時点案を第２回策定懇話会の際に送りたいと考え 

ている。 

 

（３）策定懇話会の役割及び策定スケジュールについて 

 事務局から配布資料に基づき、策定懇話会の役割と今後のスケジュールについて 

説明を行った。 

・佐倉教育ビジョン策定懇話会の所掌事務は、主に佐倉教育ビジョンの素案に対して 

意見を述べること等である。懇話会で頂いた意見をもとに素案を完成させ、完成し

た素案については、パブリックコメントを実施し、最終的には意思決定機関である

教育委員会会議で協議、議決を経て、佐倉教育ビジョンが完成される。 

・佐倉教育ビジョン策定懇話会は、全５回開催予定である。 

 

《質問および意見》 

特になし 
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（４）新佐倉教育ビジョン策定の方針について 

 事務局から配布資料に基づき、佐倉教育ビジョンの見直しの基本方針について説明

を行った。 

・国の計画を参酌し、県の計画と整合を図る 

・第５次佐倉市総合計画と整合を図る。計画期間は総合計画に合わせ１２年とする。 

・佐倉教育ビジョンの見直しは体系から行う 

・意見公募手続（パブリックコメント）を実施する。 

 

《質問および意見》 

（委員）教育ビジョンは平成１５年からやってきているが、問題点等はどの資料を見

ればわかるか。 

（事務局）現行の教育ビジョン制定当時の課題については、「佐倉教育ビジョン（平成

２３年度～平成３２年度）」の２ページに記載してある。現状の課題については、今後

の懇話会で示していきたい。 

（委員）短期間での策定なので、現状の課題が完結明瞭に整理できていれば、意見が

言いやすくなると思う。 

 

（委員）策定スケジュールについて、懇話会の第３回目以降の日程を先に決めていた

だければありがたい。 

（事務局）今回と次回（７月）は、できるだけ多くの委員の都合にあうよう、事前に

日程を調整させていただいたが、そのような決め方で良ければ、事務局で日程を設定、

お知らせさせていただく。 

 

（委員）限られた回数での会議のため、課題を分かりやすくたたき台に書いていただ

きたい。 

 

（５）今後の進め方について 

事務局から今後の進め方について説明した。 

・平成３０年度に実施した「教育に関する意識調査」について集計がとりまとまった 

ので事前に送付させていただきたい。 

・第５次佐倉市総合計画については、時点案をお知らせしたい。また、近隣市町村で 

参考になりそうな資料があったら、提供させていただく。 

・次回のテーマについては、教育ビジョンの体系、基本理念、めざすべき市民像に 

ついて、案を提示し意見をいただく予定である。 

 

（６）その他 

国と県の計画の概要版があるので、今後配布する。 

計画を考えるうえで参考にすべき資料等があれば、事務局にお知らせいただきたい。 
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《質問および意見》 

（委員）会議録が公開されるまでは、内容について第三者に漏らしてはならないか。 

（事務局）本会議は公開ではあるが、会議録の内容が発言者の意図に沿わないという 

こともありうるので、委員により会議録の内容が確認された上で、公開されるまでは、

公にすることはないようにお願いしたい。 

 


